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 会 議 の 要 旨 （ 議 事 録 ）  
 

会 議 の 名 称 令和 6年度第 1回 鳥栖市文化財保護審議会 

開 催 日 時 
令和 6年 5月 29日（水）

13:30～16:00 
開 催 場 所 鳥栖市役所 3階第１会議室 

出 席 者 数 
委 員 6名 

事務局 9名 
傍 聴 人 数 ０人 

議 題 
1．令和 5年度事業報告について 

2．令和 6年度事業計画について 

配 布 資 料 ・令和 6年度第 1回 鳥栖市文化財保護審議会資料 

所 管 課 （課名）生涯学習課       （電話番号）３６９５ 

 

〇教育長挨拶 

 

議題１ 令和 5年度事業報告について 

〈事務局から説明〉 

〈質疑応答〉 

○村田八幡神社の肥前鳥居修繕について 

委 員：肥前鳥居の修繕の方法と結果について。 

事務局：地元から鳥居の柱が剝離しているので修繕したいとの要望があり、補助要綱により

修繕費の補助を行った。赤外線測定である程度石材の破損状況を把握した上で、剥

離のおそれがある箇所や、剥離、落下した破片のうち修繕が可能なものについて、

樹脂によって接着し保存処理を実施した。 



 

○展示について 

委 員：鳥栖市立図書館の 2階の展示について。 

事務局：勝尾城の展示については、なるべく多くの出土遺物を展示したいと考えているため、

引き続き図書館 2階の展示スペースを利用して行いたい。 

委 員：展示の観覧者数について。 

事務局：カウントの機器がないので、図書館 2 階の利用者のおよそ 20%として把握してい

る。 

委 員：歴史文化交流展示室の来館者数のカウントはどうか。 

事務局：来館者が展示室の中に入った時にセンサーが作動するシステムを採用しているの

で、正確な来館者数が把握できるようになっている。 

 

○文化財説明板等の修繕について 

委 員：文化財説明板および標柱の修繕の対象は。 

事務局：鳥栖市で管理している説明板・標柱のうち、現在すでに傷みや破損があるもの

や、記載された情報が古いもの等を修繕の対象とした。 

委 員：補助事業の期間は昨年までか。今年はないということか。 

事務局：一昨年と昨年の事業である。今回の修繕で、修繕は概ね完了した。合計約 30基

を修繕した。 

 

○田代太田古墳について 

委 員：昨年発生した落雷被害について。また、石室内の環境はどうか。 

事務局：今年度、照明修繕を行う。工事については、石室内の環境を考慮して、冬季の実

施を予定している。 

 

議題 2 令和 6年度事業計画について 

〈事務局から説明〉 

〈質疑応答〉 

○筑紫氏館跡地区の流水調査について 

委 員：文化庁の補助事業のメニューについて。 

事務局：史跡等の整備活用に関するメニューを利用している。 

委 員：調査の進め方について。 

事務局：今年度は、水量調査を行い、その後の対策については保存整備委員会に諮って進め

たい。水量の観測は、梅雨の前後と乾季に合計 4回行う。 

委 員：どのような対策を考えているのか。 

事務局：調査の結果により対策を検討していく。  

 

○イベントの広報について 

委 員：歴史文化講座等のイベントのチラシやポスターの配布先について。 

事務局：市内の各まちづくり推進センター、図書館、新鳥栖駅等にチラシを設置している。 

委 員：鳥栖近郊から通学している学生もいるため、審議会委員が関係する機関への配達を

お願いしたい。 

 

○勝尾城筑紫氏遺跡の公有化について 

委 員：勝尾城の公有化の進捗について。 

事務局：地権者と交渉を進めている。葛籠城地区の取得率は 81.5％となっている。 

 

≪サンメッセ鳥栖現地視察≫ 

 

会 長：これをもちまして全審議事項を終了といたします。 

 

≪閉会≫ 


